
分譲販売を目的とする・しない問わず

下水道本管 下水道本管

2区画以上に分筆した場合は2箇所目から自費工事にて設置

下水道本管 下水道本管

2区画以上に分譲する時は2箇所目から自費工事にて設置

下水道本管 下水道本管

住宅居住者に名義変更後の申請は市費にて設置

下水道本管 下水道本管

分譲販売を目的とする土地
分筆前／名義変更前

分譲販売を目的とする土地
分筆し、分譲者以外に名義変更後

汚水桝未設置 新規設置分は全て市費にて設置

変更例３

分筆前 分筆後

1画地に1箇所設置済 分筆後の新規設置分は全て市費にて設置

分譲販売を目的とする土地
分筆前／名義変更前

分譲販売を目的とする土地
分筆後／名義変更前

1画地に1箇所設置済
市費での設置は分筆前の元の土地の
範囲内に1個となり、新規設置分は全て
自費工事により設置

分譲販売を目的とする土地
分筆前／名義変更前

分譲販売を目的とする土地
分筆後／名義変更前

汚水桝未設置
1箇所のみ市費にて設置

その他は自費工事により設置

市費による公共汚水桝設置個数の変更点

変更前

変更例１

変更例２

建売 建売


